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野田市規則第９号 

 

   野田市火災予防条例施行規則及び野田市防火対象物の点検基準等に

関する規則の一部を改正する規則 

 

（野田市火災予防条例施行規則の一部改正） 

第１条 野田市火災予防条例施行規則（昭和３７年野田市規則第４号）の一部

を次のように改正する。 

第６条第１項第１号中「乾燥設備、サウナ設備」を「乾燥設備、簡易サウ

ナ設備、一般サウナ設備」に、「サウナ設備設置届出書」を「簡易サウナ設

備設置届出書、一般サウナ設備設置届出書」に改める。 

（野田市防火対象物の点検基準等に関する規則の一部改正） 

第２条 野田市防火対象物の点検基準等に関する規則（平成１５年野田市規則

第１０３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「サウナ設備」を「簡易サウナ設備、一般サウナ設

備」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年３月３１日から施行する。 


